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１．地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

（１） 対象地域

構 成 市 名※ ：砺波市、南砺市

面 積 ：795.67 km2

人 口 ：97,110 人（令和３年３月31日現在、外国人人口を含む） 

表１ 対象地域の内訳 

市 名 砺波市 南砺市 計 

面積（km2） 127.03 668.64 795.67 

人口（人） 47,875 49,235 97,110 

（２） 計画期間

本計画の計画期間は、令和４年４月１日から令和９年３月31日までの５年間とする｡

なお､目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ､必要な場合には計画を見直

すものとする｡ 

（３） 基本的な方向

砺波広域圏（以下｢砺波地域｣という｡）は､富山県の南西部に位置し、砺波市と南砺

市の２つの市で構成されている｡ 

砺波地域における一般廃棄物処理に関する事務は、砺波市、南砺市及び砺波広域圏

事務組合（以下｢本組合｣という｡）が担当している。 

本組合では、平成25年度に「一般廃棄物(ごみ)処理基本計画」を策定し、基本理念

を『環境に配慮した循環型社会の構築』と定め、市民・事業者・行政が協働して基本

方針（①発生回避・発生抑制・再使用、②分別・再生利用、③適正処理・処分、④体

制・仕組みづくり）に基づく各種施策に取り組んでいる。 

一般廃棄物の処理については、本組合が所管する「クリーンセンターとなみ」と「南

砺リサイクルセンター」の２施設それぞれで管理※している。 

クリーンセンターとなみのごみ焼却施設は、経年劣化から処理能力を回復させるこ

とと二酸化炭素排出量削減を目的として、令和元年度から令和３年度にかけて基幹的

設備改良工事を行っている。 

南砺リサイクルセンターの旧ごみ固形燃料化プラントの一部は、管内の燃えるごみ

の積込み中継施設として利用している。 

以上のように燃えるごみの処理については広域化システムを構築しつつあるが、燃

えるごみの処理残渣や燃えないごみ等の処理による不燃残渣を埋立処分する最終処分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
※ 砺波市と南砺市は、いずれも平成16年11月に市町村合併で誕生しているが、処理対象地域は合併以前

の地域を踏襲している（添付図１(P.資料-1)参照）。

クリーンセンターとなみ管内：砺波市及び南砺市の一部（井波地域、福野地域、利賀地域）

南砺リサイクルセンター管内：南砺市の一部（福光地域、城端地域、井口地域、平地域、上平地域） 
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場は現在「クリーンセンターとなみ一般廃棄物最終処分場」だけであり残容容量が逼

迫している。 

このようなことから、新たな最終処分場を整備し、一般廃棄物の最終処分について

も広域化システムを構築することを目指す。 

また、生活排水の処理については、下水道や農業集落排水処理施設等が整備されて

いない地域において浄化槽の整備を進める。 

なお、資源ごみ及び燃えないごみ等については、「クリーンセンターとなみ」及び

「南砺リサイクルセンター」それぞれの設備で処理や保管を行っている。 

（４） ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況

域内の焼却施設について、昭和40年代には３施設を運営していたが、昭和49年の１

市４町５村による広域圏組織の発足以来検討を進めた結果、現在ではクリーンセンタ

ーとなみ１施設に集約化している。 

南砺リサイクルセンター蔵原最終処分場は埋立を終了し、埋立処分場についてはク

リーンセンターとなみ一般廃棄物最終処分場のみとなっている。しかしながら、令和

７年度に埋立満了となる見込みであることから、新最終処分場(仮称)を整備すること

とした。 

更なる広域化・施設の集約化については、平成31年３月29日付け通知「持続可能な

適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について（通

知）」に基づき、県から広域化の検討依頼があった場合には、必要に応じて検討を行

うものする。 
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集団回収量 総資源化量

4,619 t

16%

直接資源化量 処理後再生利用量

1,255 t 2,086 t

5% 処理残さ量 8%

5,956 t

排出量 計画処理量 中間処理量 22% 処理後最終処分量

27,439 t 26,184 t 3,870 t

100% 95% 減量化量 14%

20,228 t

自家処理量 直接最終処分量 74% 最終処分量

0 t 3,870 t

0% 14%

1,278 t

27,439 t

0 t

 
２．循環型社会形成推進のための現状と目標 

（１） 一般廃棄物等の処理の現状 

令和２年度の一般廃棄物の排出・処理状況は、図１のとおりである。 

総ごみ排出量は、集団回収量も含め28,717トンであり、再生利用される総資源化量は4,619

トンで、リサイクル率は16％である。 

中間処理による減量化量は20,228トンであり、集団回収量を除いた排出量の74％が減量化さ

れている。また、集団回収量を除いた排出量の14％にあたる3,870トンが埋め立てられている。 

なお、中間処理量のうち焼却量は23,358トンである。焼却施設では､給湯の場内利用を行っ

ており､さらに､冬期間(11月～３月)に熱利用システムによる暖房を行っている｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 一般廃棄物の処理状況フロー（令和２年度） 

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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30,722人 (64.2%)

41,235人 (86.1%) 4,718人 (9.9%)

4,501人 (9.4%)

6,640人 (13.9%)

2,139人 (4.5%) 1,530ｋｌ／年

浄化槽汚泥排出量

単独処理浄化槽

未処理人口

非水洗化人口 し尿排出量

6,560ｋｌ／年

公共下水道

処理人口 集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽

47,875人 (100.0%) 5,795人 (12.1%)

（２） 生活排水の処理の現状

①砺波市

砺波市における令和２年度の生活排水の処理状況及びし尿及び浄化槽汚泥等の排出量は図

２のとおりである。

生活排水処理対象人口は、全体で47,875人であり、汚水衛生処理人口は41,235人、汚水衛生

処理率は86.1％である。 

し尿排出量は1,530kl/年、浄化槽汚泥排出量は6,560kl/年であり、処分量（＝収集・運搬量）

は合わせて8,090kl/年である。 

 

図２ 砺波市における生活排水の処理状況フロー（令和２年度） 

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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39,401人 (80.0%)

45,912人 (93.3%) 6,166人 (12.5%)

1,854人 (3.8%)

3,323人 (6.7%)

1,469人 (3.0%)

公共下水道

処理人口 集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽

49,235人 (100.0%) 345人 (0.7%)

1,030ｋｌ／年

浄化槽汚泥排出量

単独処理浄化槽

未処理人口

非水洗化人口 し尿排出量

1,904ｋｌ／年

 

②南砺市 

南砺市における令和２年度の生活排水の処理状況及びし尿及び浄化槽汚泥等の排出量は図

３のとおりである。 

生活排水処理対象人口は、全体で49,235人であり、汚水衛生処理人口は45,912人、汚水衛生

処理率は93.3％である。 

し尿排出量は1,030kl/年、浄化槽汚泥排出量は1,904kl/年であり、処分量（＝収集・運搬量）

は合わせて2,934kl/年である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 南砺市における生活排水の処理状況フロー（令和２年度） 

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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排 出 量 ﾄﾝ ﾄﾝ

( 集 団 回 収除 く)

ﾄﾝ/事業所 ﾄﾝ/事業所

ﾄﾝ

ﾄﾝ

再生利用量 直接資源化量 1,255 ﾄﾝ ( 5%) 2,231 ﾄﾝ ( 10%)

総資源化量
（集団回収を含む）

4,619 ﾄﾝ ( 16%) 5,055 ﾄﾝ ( 20%)

エ ネ ル ギ ー
回 収 量

エネルギー回収量
※４

（年間の余熱利用量）
1,278 1,278

中 間 処 理
に よ る
減 量 化 量

減量化量
（中間処理前後の差）

20,228 ﾄﾝ ( 74%) 17,056 ﾄﾝ ( 73%)

最終処分量 埋立最終処分量 3,870 ﾄﾝ ( 14%) 3,158 ﾄﾝ ( 13%)

集団回収量 1,278 ﾄﾝ 1,822 ﾄﾝ

23,447
合計
　事業系・生活系
　排出量合計

　　　 １人当たりの
※３

　排出量

生活系　総排出量

 １事業所当たりの
※２

　　　排出量

事業系　総排出量
[-1.9%]

[-0.9%]

[-18.4%]

[-20.4%]

[-14.5%]

6,3506,474

　　　年
　指標

現　　状 （割合※１） 目　　標

202.97

（割合※１）

【令和２年度】 【令和９年度】 [R2比※１]

GJ

ﾄﾝ

kg/人

ﾄﾝ

kg/人

GJ

17,097

161.49

1.15 1.14

20,965

27,439

（３） 一般廃棄物等の処理の目標

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表２の

とおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

表２ 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

 

 

 

 

 

※ １  排出量の［ ］値は現状[R2]に対する割合を、その他の（ ）値は排出量合計に対する割合 

（ただし、総資源化量は排出量合計＋集団回収量に対する割合） 
※ ２  １事業所当たりの排出量＝{(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)}／(事業所数)
※ ３  １人当たりの排出量 ＝{(生活系ごみの総排出量)－(生活系ごみの資源ごみ量)}／(人口) 
※ ４  エネルギー回収量（年間の余熱利用量）は、発電以外の温水利用（給湯、暖房）分

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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集団回収量 総資源化量

5,055 t

20%

直接資源化量 処理後再生利用量

2,231 t 1,002 t

10% 処理残さ量 4%

4,160 t

排出量 計画処理量 中間処理量 18% 処理後最終処分量

23,447 t 21,216 t 3,158 t

100% 90% 減量化量 13%

17,056 t

自家処理量 直接最終処分量 73% 最終処分量

0 t 3,158 t

0% 13%

1,822 t

23,447 t

0 t

  

令和９年度の一般廃棄物の排出・処理状況は、図４のとおりである。 

総ごみ排出量は、集団回収量も含め25,269トンであり、再生利用される総資源化量は5,055

トンで、リサイクル率は20％である。 

中間処理による減量化量は17,056トンであり、集団回収量を除いた排出量の73％を減量化す

る。また、集団回収量を除いた排出量の13％にあたる3,158トンを埋め立てる。 

なお、中間処理量のうち焼却量は19,695トンである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（令和９年度） 

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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合併処理浄化槽 5,795　人 (12.1%) 3,982　人 (8.5%)

公共下水道 30,722　人 (64.2%) 34,281　人 (73.3%)

集落排水施設等 4,718　人 (9.9%) 4,249　人 (9.1%)

処理人口　計 41,235　人 (86.1%) 42,512　人 (90.9%)

未処理人口 6,640　人 (13.9%) 4,258　人 (9.1%)

合　計 47,875　人 (100.0%) 46,770　人 (100.0%)

汲み取りし尿量

浄化槽汚泥量

合　計

1,530　ｋｌ 886　ｋｌ

6,560　ｋｌ 5,137　ｋｌ

8,090　ｋｌ 6,023　ｋｌ

区　　分 令和２年度実績 令和９年度目標

処
理
形
態
別
人
口

し
尿
・
汚
泥
の
量

合併処理浄化槽 345　人 (0.7%) 317　人 (0.7%)

公共下水道 39,401　人 (80.0%) 36,248　人 (80.0%)

集落排水施設等 6,166　人 (12.5%) 5,672　人 (12.5%)

処理人口　計 45,912　人 (93.3%) 42,237　人 (93.3%)

未処理人口 3,323　人 (6.7%) 3,048　人 (6.7%)

合　計 49,235　人 (100.0%) 45,285　人 (100.0%)

汲み取りし尿量

浄化槽汚泥量

合　計

1,030　ｋｌ 951　ｋｌ

1,904　ｋｌ 1,532　ｋｌ

2,934　ｋｌ 2,483　ｋｌ

区　　分 令和２年度実績 令和９年度目標

処
理
形
態
別
人
口

し
尿
・
汚
泥
の
量

 
（４） 生活排水処理の目標 

①砺波市 

砺波市における生活排水処理の目標については、表３のとおりである。 

表３ 砺波市における生活排水処理に関する現状と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 

②南砺市 

南砺市における生活排水処理の目標については、表４のとおりである。 

表４ 南砺市における生活排水処理に関する現状と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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34,281人 (73.3%)

42,512人 (90.9%) 4,249人 (9.1%)

2,783人 (6.0%)

4,258人 (9.1%)

1,475人 (3.2%)

公共下水道

処理人口 集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽

46,770人 (100.0%) 3,982人 (8.5%)

886ｋｌ／年

浄化槽汚泥排出量

単独処理浄化槽

未処理人口

非水洗化人口 し尿排出量

5,137ｋｌ／年

 

図５ 砺波市における目標達成時の生活排水の処理状況フロー（令和９年度） 

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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36,248人 (80.0%)

42,237人 (93.3%) 5,672人 (12.5%)

1,705人 (3.8%)

3,048人 (6.7%)

1,343人 (3.0%)

公共下水道

処理人口 集落排水施設等

総人口 合併処理浄化槽

45,285人 (100.0%) 317人 (0.7%)

951ｋｌ／年

浄化槽汚泥排出量

単独処理浄化槽

未処理人口

非水洗化人口 し尿排出量

1,532ｋｌ／年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 南砺市における目標達成時の生活排水の処理状況フロー（令和９年度） 

備考）四捨五入の関係で、合計値と内訳が一致しない場合がある。 
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３．施策の内容 

（１） 発生抑制、再使用、再資源化の推進 

①家庭における発生抑制、再使用、再資源化の推進 

ア．環境教育・環境学習の充実 

子どもから高齢者までの幅広い年齢層を対象として、楽しみながらごみについて学び・知る機

会を、地域社会及び学校教育の場に提供する。また、市政バスによる本組合所管の各センター等

の見学や出前講座の開催等を継続し、ごみ処理事業に対する社会意識の育成に取り組んでいく。 

 

イ．ＰＲ・啓発活動の推進 

ごみに関する身近な情報や最近のリサイクルの動向などの情報を、市民・事業者・行政間で

共有するため、「市広報紙」やホームページといった各種広報媒体を活用する等して情報提供

していく。また、啓発活動の場（エコライフ・イベント等）の提供を継続していくことで、市

民に環境を学んだり体験したりする機会を創出していく。 

【ＰＲ・啓発活動の推進方法例】○ポスター、キャンペーン、イベント等の広報活動によるPR 

○副読本、ビデオ等の媒体活用による啓発 

○シンボルキャラクターのマーク、マスコット等を用いての啓発 

○チラシ、テレビ、インターネット、広報等による啓発 

 

ウ．不用品等の再使用促進のための啓発・支援 

粗大ごみとして排出される「不用品」の中には、まだ使用に耐えるものも数多くあることか

ら、不用品を再使用できるシステムづくりを整備し、本組合所管の各センターで不用品の斡旋

を行っている。また、不用品を別の所有者に受け渡す「場所」として、フリーマーケット等の

不用品交換会の場の提供を継続していく。 

このような不用品の再使用にかかる活動を「リユースネットワーク」と位置づけて、引き続

き、広く市民に普及させ、物を大切に使う意識の育成に取り組んでいく。 

 

エ．生活系ごみの処理手数料（生活系ごみの有料化）の適宜見直し 

現在、収集燃えるごみ及び燃えないごみ（一部地域のみ）の有料化を実施している。 

今後も、有料化による成果を維持・拡大していくため、ごみの減量化の進捗状況やごみ処理・

処分費用の公平な負担のあり方、先進的自治体の動向等の調査・研究を行いながら、生活系ご

みの有料化（料金改定等）の見直しを適宜実施していく。 

 

オ．補助金制度等による経済的な支援 

ごみの減量化・資源化に向けた取組を経済的な側面から支援するため、生ごみ処理容器等の

設置に係る補助金交付制度や集団回収の奨励金交付制度等を継続していく。 

 

カ．使用済み小型家電類の資源化の推進 

小型家電類を資源ごみとして分別回収し、リサイクルを推進し、天然資源の消費の抑制に繋

げる。 
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キ．天ぷら油（動物性油脂、パーム油を除く）の資源化の推進

現在、家庭及び学校給食の調理場等から回収した天ぷら油を使用して、ハンドソープの原料

としてリサイクルしたり、エオミックス燃料（ＥＭＦ燃料）やバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ

燃料）を製造し、ボイラー等燃料として資源化したりしている。また、天ぷら油の回収は、家

庭からの水質汚濁負荷量の削減の促進にもなるため、今後も継続していく。 

ク．パソコンの資源化の推進

パソコン（デスクトップやノートパソコンなどの他、本体に付属するディスプレイやキーボ

ード等、タブレット端末も含む。）を小型家電リサイクルの回収品目として本組合所管の各セ

ンターへ直接持込（無料）を継続することで、資源化を推進する。

ケ．プラスチック製品の回収の実施

生活用品等のプラスチック製品（プラスチック製容器包装を除く。）は、性状としてはプラ

スチック製容器包装と同様にリサイクルに向く素材が多く含まれているものの、燃えるごみと

して排出されている状況にある。 

近年、民間活力による資源化施設の整備が進められていることから、今後は、先進的自治体

の事例調査・研究を進め、分別排出ルールや回収方法、受入先の整備等について検討していく。 

コ．「バイオマスタウン構想」と連動した資源化事業の推進

バイオマス資源の有効活用に取り組むため、平成23年４月に「南砺市バイオマスタウン構想」

を策定し、その構想に即したバイオマスの利活用※を積極的に推進してきている。これらのバ

イオマスには、一般廃棄物由来のものも多く含まれることから、構想と連動した資源化事業を

推進するため、関係部局と連携を図りつつ、計画的に事業を推進していく。 

※現在実施されている利活用方法は、｢肥料化｣､｢木質ペレット製造｣､｢エマルジョン燃料製造｣が挙げられる。

サ．生活排水対策に係る広報・啓蒙活動による意識啓発

家庭等から排出される水質汚濁負荷量の削減のため、次の広報・啓蒙活動を定期的に実施す

る。 

○各構成市のホームページ等の広報媒体を通じた生活雑排水の削減対策に係る補助制度や合

併処理浄化槽管理等に関する広報活動の実施

○廃食用油ポット、三角コーナーネット、ストレーナー、拭き取り紙等といった水質汚濁物

質排出抑制品の普及

○自然に優しい無リン洗剤、せっけんの使用の啓発

シ．生ごみの水切りの推進

ごみの収集運搬やごみ処理施設における生ごみの重量を減量するため､生ごみの水切りを今

後も継続していく。 
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ス．｢家庭・地域美化の日｣の啓発・支援 

クリーンセンターとなみでは､毎月第１、第３日曜日（１月、２月は第３日曜日）を｢家庭・

地域美化の日｣として、地区の収集に出せない粗大ごみやガレキ類等の休日受け入れを実施し

ている。 

今後もこの事業を継続するとともに、資源化できる剪定枝は堆肥化をして有効活用を進めて

いく。 

 

セ．資源物の回収拠点の拡充 

｢富山県認定エコ・ステーション※１｣や､「とやまエコ・ストア制度※２」に登録している団体

や民間事業者の取り組みを推奨するとともに、この取り組みを公報やホームページ等で公開す

ることで資源物の回収拠点の拡充を図る。 

 

②事業所における発生抑制、再使用の推進 

ア．排出事業者への指導・啓発 

排出事業者に対し、発生・排出抑制を促進するため、環境事業指導員を設置し、過剰包装の

抑制やリターナブル容器の導入、消費時にごみの発生源となり得る要因除去の要請といった減

量指導体制の強化に取り組んできたところであり、引き続き、指導等に努めていく。 

今後は、多量の一般廃棄物を排出する事業者に対する「事業系ごみ減量・資源化計画書」の

作成と提出の義務づけについて検討していく。 

 

イ．事業系ごみの処理手数料の見直し 

現在、事業系ごみについては、搬入量にkg単価を乗じる従量制により課金し、有料化を行っ

ている。 

今後もこの制度を継続するとともに、実際に要する処理・処分費用に応じて、本組合所管の

各センターにおける処理手数料の料金体制等を適宜見直していく。 

 

ウ．「とやまエコ・ストア」協力店登録制度の活用と市民への周知 

富山県では、レジ袋無料配布廃止の取組結果として、高水準のマイバッグ持参率が維持され

ている状況等を受け、エコライフの一層の定着・拡大を図るため「とやまエコ・ストア制度※

２」を創設した。 

今後も、本制度の活用を小売店等に働きかけるとともに、協力店を市民に広く周知していく。 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

※１ 富山県における、民間事業者や団体による常設の資源物（古紙）の回収拠点を「富山県認定エコ・ステー

ション」として認定する制度。 

※２ レジ袋無料配布廃止に加え、資源ごみの店頭回収、環境に配慮した店舗空調温度の設定など、消費者と協

働で環境配慮行動に積極的に取り組む小売店舗を登録する制度。 
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エ．補助金制度等による経済的な支援

ごみの減量化及び資源化に向けた取組を経済的な側面から支援するため、中小企業を対象と

したリサイクル設備・機器の導入に係る補給制度（設備・機器を導入するために受けた融資の

利子を補給する制度）を実施しており、今後も継続していく。 

また、各種団体を対象とした生ごみ処理機の設置に係る補助金交付制度の継続や、その他事

業所が資源化に取り組める環境整備について調査・研究していく。 
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（２） 処理体制 

①生活系一般廃棄物処理体制の現状と今後 

家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後については、表５（P.17,18）のとおりである。 

本組合が保有する環境衛生施設は２施設あり、クリーンセンターとなみ管内と南砺リサイク

ルセンター管内では、分別区分や分別区分に対応する品目が異なっている。また、それぞれの

処理対象地域は、市町村合併以前の地域を踏襲していることから、南砺市においては２種類の

分別区分体制が存在している状況となっている※。 

燃えるごみの｢両市統合処理(施設の集約化)｣を行い、施設運営の効率化（施設の初期投資費、

維持管理費の削減等）を図るために、令和２年１月から令和４年２月までにクリーンセンター

となみの基幹的設備改良事業の工事を行っている。今後は、基幹的設備改良に伴い、施設の効

率的な運営を図っていくため、分別排出ルール（焼却対象物）や収集方式、収集頻度等の見直

しを行い、砺波地域内での分別統一を図っていくものとする。 

また､本組合が保有する最終処分場は、クリーンセンターとなみ一般廃棄物最終処分場と南

砺リサイクルセンター蔵原最終処分場である｡現在､南砺リサイクルセンター蔵原最終処分場

は埋立を終了し､もう一方のクリーンセンターとなみ一般廃棄物最終処分場は残余容量が逼迫

してきている状況にある。測量等による試算では令和７年度に埋立を完了する見込みであるこ

とから、将来、安定した処分を行えるよう、新たな施設の建設又は民間委託等について、多角

的に検討し課題等の整理を行った結果、令和５年度から令和７年度の３か年度で新たな一般廃

棄物最終処分場を整備することとした。 

 

②事業系ごみの処理体制の現状と今後 

事業系ごみについては、事業者の処理責任での適正処理が原則であるが、自己処理できない

場合は、有料による自己搬入又は収集運搬許可業者による搬入を認めている。 

今後も引き続き、不適正な処理や不法投棄を未然に防止するため、処理の流れを排出事業者

自らが把握・管理するマニフェスト（出荷目録）制度を採用し、ごみの減量化を進めていく。

また、より一層の事業系ごみの減量化・資源化を推進するため、それぞれの事業所に適切な処

理方法が取り入れられるように支援する。 

 

③一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後 

現在、クリーンセンターとなみでは一部の産業廃棄物の受入を認めており、排出事業者に対

して、委託契約書の作成及びマニフェスト制度（許可業者に収集運搬を委託している場合）の

採用を指導する等して、適正な管理のもとあわせて処理・処分している。 

今後は、排出者責任の徹底と事業所間の費用負担の公平性を確保するため、搬入規制につい

ての検討を行っていく。なお、将来的には受け入れない方向へ進めていく予定としている。 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

※添付図１（P.資料-1）を参照のこと。 
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④生活排水処理の現状と今後 

生活排水の処理については、下水道及び集落排水施設等の処理区域以外の人口散在地域等に

おいて、合併処理浄化槽の整備を引き続き進めていく。 

し尿及び浄化槽汚泥は、砺波市と南砺市のうち平・上平地域以外※はし尿処理施設において

処理されており、平・上平地域※は下水道終末処理施設で処理されている。  
 

⑤今後の処理体制の要点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

※添付図１（P.資料-1）を参照のこと。 

◇クリーンセンターとなみ焼却施設の基幹的設備改良に伴い、施設の効率的な運

営を図っていくため、分別排出ルール（焼却対象物）や収集方式、収集頻度等

の見直しを行い、砺波地域内での分別統一を図っていくものとする。 

◇現有の一般廃棄物最終処分場が埋立完了を迎えるため、新たな一般廃棄物最終

処分場を整備し、ごみの適正処理を継続していくものとする。 

◇下水道及び集落排水施設等の処理区域以外の人口散在地域等において、合併処

理浄化槽の整備を引き続き進めていく。 
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一次処理 二次処理 一次処理 二次処理

　燃えるごみ 焼却
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
  焼却施設

 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　旧ごみ固形燃料化ﾌﾟﾗﾝﾄ
　（積込み中継施設）
　[→ ・富山地区広域圏
　　　　 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ]

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場

11,722 　燃えるごみ 焼却
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
  焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物
　新最終処分場(仮称)

10,058

　燃えないごみ 718 　燃えないごみ 504

　有害ごみ 8 　有害ごみ 5

　粗大ごみ 1,269 　粗大ごみ 726

　タイヤ・バッテリー 22 　タイヤ・バッテリー 13

　がれき類 55 　がれき類 53

　ビン、缶 131 　ビン、缶 221

　古紙類 157 　古紙類 227

　小型家電類 　小型家電類

　パソコン 　パソコン

　紙容器包装 66 　紙容器包装 135

　ペットボトル 21 　ペットボトル 35

　プラ容器包装 183 　プラ容器包装 278

　白色トレー 1 　白色トレー 2

　天ぷら油 4 　天ぷら油 7

砺　　波　　市　(令和２年度) 今　　　　後　　　(令和９年度)

分別区分
処理
方式

処理施設等 処理実績
(トン) 分別区分

処理
方式

処理施設等 処理予測
(トン)

　家電リサイクル
　法対象品

　家電リサイクル
　法対象品

資
 
 

源
 
 
ご
　
み

資
 
 

源
 
 
ご
　
み

資源化  ・民間業者に処理委託 －

破砕
選別
保管

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　粗大ごみ処理施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場

 ・民間業者に処理委託

資源化  ・民間業者に処理委託 －

51 91

破砕
選別
保管

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　粗大ごみ処理施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場

 ・民間業者に処理委託

一次処理 二次処理 一次処理 二次処理

　燃えるごみ 焼却

【南砺市全域】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

　【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　積込み中継施設を経由

【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
  旧ごみ固形燃料化ﾌﾟﾗﾝﾄ
　（積込み中継施設）
　[→ ・富山地区広域圏
　　　　 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ]
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設
 ・富山地区広域圏
　 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
 ・民間業者に処理委託

10,911 　燃えるごみ 焼却

【南砺市全域】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

　【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　積込み中継施設を経由

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物
　新最終処分場(仮称)

9,000

　燃えないごみ 307 　燃えないごみ 242

　有害ごみ 381 　有害ごみ 124

　粗大ごみ 730 　粗大ごみ 448

　タイヤ・バッテリー 17 　タイヤ・バッテリー 10

　がれき類 44 　がれき類 33

　ビン、缶 209 　ビン、缶 432

　紙容器包装 0 　紙容器包装 0

　ペットボトル 25 　ペットボトル 49

　プラ容器包装 0 　プラ容器包装 0

　白色トレー 1 　白色トレー 3

　古紙類 117 　古紙類 189

　小型家電類 　小型家電類

　パソコン 　パソコン

　紙容器包装 81 　紙容器包装 172

　ペットボトル 18 　ペットボトル 36

　プラ容器包装 187 　プラ容器包装 339

　白色トレー 3 　白色トレー 4

南　　砺　　市　(令和２年度) 今　　　　後　　　(令和９年度)

分別区分
処理
方式

処理施設等 処理実績
(トン)

分別区分
処理
方式

処理施設等 処理予測
(トン)

　家電リサイクル
　法対象品

　家電リサイクル
　法対象品

資
 
 

源
 
 
ご
　
み

資
 
 

源
 
 
ご
　
み

資源化
【南砺市全域】
 ・民間業者に処理委託

－

破砕
選別
圧縮
保管

【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　粗大ごみ処理施設

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　資源ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

 【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場

 ・民間業者に処理委託

 
【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・民間業者に処理委託

資源化
【南砺市全域】
 ・民間業者に処理委託

－

0 11

破砕
選別
圧縮
保管

【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　粗大ごみ処理施設

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　資源ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

 【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物
　新最終処分場(仮称)

 ・民間業者に処理委託

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物
　新最終処分場(仮称)

 ・民間業者に処理委託

 
表５ 砺波地域の家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（１／３ 砺波市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 砺波地域の家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（２／３ 南砺市） 
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一次処理 二次処理 一次処理 二次処理

　燃えるごみ
選別
焼却

【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　固形燃料化ﾌﾟﾗﾝﾄ
　（積込み中継施設）

【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　旧ごみ固形燃料化ﾌﾟﾗﾝﾄ
　（積込み中継施設）
　[→ ・富山地区広域圏
　　　　 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ]
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設
 ・富山地区広域圏
　 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
 ・民間業者に処理委託

22,633 　燃えるごみ 焼却

【砺波地域全域】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

　【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　積込み中継施設を経由

【砺波地域全域】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場
  新最終処分場(仮称) 19,058

　燃えないごみ 1,025 　燃えないごみ 746

　有害ごみ 389 　有害ごみ 129

　粗大ごみ 1,999 　粗大ごみ 1,174

　タイヤ・バッテリー 39 　タイヤ・バッテリー 23

　がれき類 99 　がれき類 86

　ビン、缶 340 　ビン、缶 653

　紙容器包装 0 　紙容器包装 0

　ペットボトル 25 　ペットボトル 49

　プラ容器包装 0 　プラ容器包装 0

　白色トレー 1 　白色トレー 3

　古紙類 274 　古紙類 416

　小型家電類 　小型家電類

　パソコン 　パソコン

　紙容器包装 147 　紙容器包装 307

　ペットボトル 39 　ペットボトル 71

　プラ容器包装 370 　プラ容器包装 617

　白色トレー 4 　白色トレー 6

　天ぷら油 4 　天ぷら油 7

砺　波　地　域　(令和２年度) 今　　　　後　　　(令和９年度)

分別区分 処理方式
処理施設等 処理実績

(トン)
分別区分 処理方式

処理施設等 処理予測
(トン)

　家電リサイクル
　法対象品

　家電リサイクル
　法対象品

資
 
 

源
 
 
ご
　
み

資
 
 

源
 
 
ご
　
み

資源化  ・民間業者に処理委託 －

破砕
選別
圧縮
保管

【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　粗大ごみ処理施設

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　資源ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

 【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場

 ・民間業者に処理委託

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　粗大ごみ処理施設

 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　蔵原最終処分場

 ・民間業者に処理委託

資源化  ・民間業者に処理委託 －

51 102

破砕
選別
圧縮
保管

【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　粗大ごみ処理施設

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　資源ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗﾝﾄ

 
【ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・民間業者に処理委託

【南砺ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ管内】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　焼却施設

 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　粗大ごみ処理施設

 ・民間業者に処理委託

【砺波地域全域】
 ・ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰとなみ
　一般廃棄物最終処分場
    新最終処分場(仮称)

表５ 砺波地域の家庭ごみの分別区分と処理方法の現状と今後（３／３ 砺波地域） 
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（３） 処理施設の整備 

①廃棄物処理施設 

上記（２）の処理体制で処理を行うため、表６のとおり必要な施設整備を行う。 

表６ 整備する処理施設 

事業番号 
整備施設種類 

施設名 
事 業 名 処理能力 設置予定地 事業期間 

１ 
最終処分場 

新最終処分場(仮称) 

最終処分場整

備事業 

埋立容量 

45,000㎥ 

南砺市蔵原地区 

（福光） 
R5～R7 

【整備理由】事業番号１：現有施設が令和７年度末に埋立終了となる見通しであることから新施設の整

備が必要｡ 

 

 

②合併処理浄化槽の整備 

合併処理浄化槽の整備については、表７のとおり行う。 

表７ 砺波市の合併処理浄化槽への移行計画 

事業番号 事    業 

直近の整備済 

基数（基） 

（令和２年度） 

整備計画 

基数（基） 

整備計画 

人口（人） 
事業期間 

２ 浄化槽設置整備事業※ 24 250 725 R4～R8 

－ 公共浄化槽等整備推進事業 － － － － 

－ その他地方単独事業 － － － － 

－ 合    計 24 250 725  

※「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の交付対象事業に該当。 

 

  

（４） 施設整備に関する計画支援事業 

上記（３）①の施設整備に先立ち、表８のとおり計画支援事業を行う。 

表８ 実施する計画支援事業 

事業番号 事 業 名 事業内容 事業期間 

３１ 最終処分場整備事業（R5～R7）に係る

生活環境影響調査事業 

最終処分場を設置することによ

る周辺環境へ及ぼす影響の調査

を行う。 

R4 

(R3より

継続) 

３２ 最終処分場整備事業（R5～R7）に係る

実施設計(詳細設計) 

最終処分場の工事発注に必要な

実施設計書を作成するための実

施図面及び積算等の設計を行

う。 

R4 
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（５） その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施する。 

 

①廃家電・使用済み小型家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電・使用済み小型家電のリサイクルについては、家電リサイクル法及び小型家電リサイ

クル法に基づく、適切な回収・再商品化がなされるよう、引き続き、回収方法の普及啓発を行

っていく。 

 

②不法投棄防止対策の推進・監視体制の整備 

不法投棄等の発生防止対策をさらに強化していくために国が設定した「全国ごみ不法投棄監

視ウィーク※２」の活動に参画し、清掃美化活動や山林・河川等の巡回監視パトロール等を実施

している。さらに、年間を通じて、行政職員による定期的なパトロールの他、「不法投棄防止

パトロール員」や「不法投棄監視員」を地元の方に委嘱し、パトロールの強化を図っている。

また、土地所有者等に対する自主的な監視の啓発に努め、必要に応じて、不法投棄監視カメラ

を設置する等、監視体制の強化を図っている。 

今後も引き続き、モラル向上のための啓発を進め、厳正で適切な対策を推進していくととも

に、有料化に付随する問題でもある不法投棄対策について十分な検討を行っていく。 

※２５月30日（ごみゼロの日）から６月５日（環境の日）までをいう。 

 

③災害時の廃棄物処理に関する事項 

各構成市で策定した災害廃棄物処理計画を踏まえ､地震や水害によって発生する災害廃棄物

の処理を適切かつ迅速に行えるような体制を整備するとともに、平常時から県及び近隣市町村

等の関係機関と連携し、被災時における廃棄物処理体制を整備していく。 

  
４．計画のフォローアップと事後評価 

（１） 計画のフォローアップ 

本組合及び各構成市は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必

要に応じて国及び富山県と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う

ものとする。 

 

（２） 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、進捗状況の把握を行い、その結果が取りまとめられた時点で、速やかに計

画の事後評価、目標達成状況の評価を行うものとする。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画に反映させるものとする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すものと

する。   
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 資料-1 

 
１．対象地域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成市名 砺波市、南砺市 

面  積 795.67 k㎡ 

添付図１ 対象地域図 

富山湾

石川県

砺波市

岐阜県

富山市

小矢部市

高岡市

射水市

氷見市

福野地域

砺波地域

井波地域

庄川地域

井口地域

平地域

福光地域

城端地域

上平地域

利賀地域

砺波地域

凡例 ：クリーンセンターとなみ管内

：南砺リサイクルセンター管内
南砺市

富山県

拡大図



 資料-2 

 
２．指標と人口等との要因に関するトレンドグラフ 

（１） 一般廃棄物に係る減量化等の目標及び収集人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図２ 総ごみ排出量（集団回収含む。）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
備考１）再生利用量(総資源化量)は､集団回収量を含む。 
備考２）再生利用率は､排出量合計+集団回収量に対する割合である｡ 

添付図３ 再生利用量の推移 
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添付図４ 最終処分量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図５ 収集人口の推移 



 資料-4 

 

（２） 生活排水処理形態別人口の推移 

①砺波市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図６ 生活排水処理形態別人口の推移 

 

②南砺市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図７ 生活排水処理形態別人口の推移 



 資料-5 

   
３．生活排水処理に係る計画図 

浄化槽設置整備事業を計画している砺波市の生活排水処理に係る計画図は、以下に示

すとおりである。（P.19、P.資料-14、15参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図８ 砺波市／下水道整備計画図 
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４．現有処理施設の概要 

番号 施設名称 
処理する 

廃棄物 
処理能力 所在地 竣工年 

※１

位置図 

対応 

１ 
クリーンセンターとなみ 

焼却施設 

燃えるごみ 

破砕後の 

可燃残渣物 

90t/24h 
砺波市 

太田1873-1 

Ｒ4.3 

更新 
① 

２ 

※２ 

南砺リサイクルセンター 

旧ごみ固形燃料化プラント 

燃えるごみ 

破砕後の 

可燃残渣物 

(保管) 

267㎥ 

(保管容量) 

南砺市 

立野原西966 
H7.3 ② 

３ 
クリーンセンターとなみ 

粗大ごみ処理施設 

燃えないごみ 

粗大ごみ 

資源ごみ等 

9t/5h 
砺波市 

太田1873-1 
H8.9 ③ 

４ 
南砺リサイクルセンター 

資源リサイクルプラント 

燃えないごみ 

粗大ごみ 

資源ごみ等 

8t/5h 
南砺市 

立野原西966 
H7.3 ④ 

５ 
クリーンセンターとなみ 

一般廃棄物最終処分場 

不燃物 

焼却灰 
57,000㎥ 

砺波市 

徳万字赤坂62 
H13.3 ⑤ 

６ 

※３ 

南砺リサイクルセンター 

蔵原最終処分場 

ｶﾞﾗｽ陶器類 

瓦 

がれき等 

31,800㎥ 

南砺市 

蔵原平ヶ原

321 

S56.3 ⑥ 

７ 
※４ 

クリーンシステムとなみ 
し尿 

浄化槽汚泥 
104kl/日 

高岡市 

福岡町土屋

710 

H12.3 ⑦ 

※１ 資料-７､『５．現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ（砺波地域内の施設配置図）（P.資料-

８からP.資料-10）』及び『３ 一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定（P.資料-12）』に示す番号に対応。 
※２旧ごみ固形燃料化プラントの一部を積込み中継施設として転用｡ 
※３南砺リサイクルセンター蔵原最終処分場は埋立終了手続きを進めている｡ 
※４施設の事業主体は、砺波地方衛生施設組合（構成市：高岡市・小矢部市・砺波市・南砺市）。 

番号１、３ 周辺道路の浸水、主要設備への浸水により廃棄物の処理が出来なくなった場合は、富山県災害廃棄物処理計

画や構成市町の災害廃棄物処理計画に基づき周辺自治体へ、また、「地震等による大規模な災害の発生時におけ

る災害廃棄物の処理等に関する協定」に基づき民間事業者へ処理を依頼する。 

番号２、４～６ 災害想定なし  

番号７ 主要設備周辺に浸水を防止するための土嚢及び浸水してきた場合に備え排水ポンプを準備している。周辺道路

の浸水、主要設備への浸水により廃棄物の処理が出来なくなった場合は、富山県災害廃棄物処理計画や構成市町

の災害廃棄物処理計画に基づき周辺自治体へ処理を依頼する｡ 
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富山湾

石川県

岐阜県

富山市

小矢部市

高岡市
射水市

氷見市

福野地域

砺波地域

井波地域

庄川地域

井口地域

平地域

福光地域

城端地域

上平地域

利賀地域

凡例 ：クリーンセンターとなみ管内

：南砺リサイクルセンター管内

南砺市

富山県

拡大図

⑦クリーンシステムとなみ

クリーンセンターとなみ
（⑤一般廃棄物最終処分場）

クリーンセンターとなみ
(①焼却施設)

(③粗大ごみ処理施設）
南砺リサイクルセンター
（②旧ごみ固形燃料化プラント）

（④資源リサイクルプラント）

砺波市

南砺リサイクルセンター
（⑥蔵原最終処分場）

砺波地域

新設（新最終処分場(仮称)）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図９ 砺波地域内外の施設配置図 
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５．現有及び新設予定の廃棄物処理施設が所在する地域のハザードマップ 

（１） 砺波市洪水ハザードマップ 

番号 施設名称 所在地 

① クリーンセンターとなみ 焼却施設 
砺波市太田1873-1 

③ クリーンセンターとなみ 粗大ごみ処理施設 

⑤ クリーンセンターとなみ 一般廃棄物最終処分場 砺波市徳万字赤坂62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリーンセンターとなみ

(①焼却施設)
 (③粗大ごみ処理施設）

クリーンセンターとなみ
（⑤一般廃棄物最終処分場）
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南砺リサイクルセンター
（⑥蔵原最終処分場）

（２） 南砺市洪水ハザードマップ 

 

 

                            

（３） 

番号 施設名称 所在地 

② 南砺リサイクルセンター 旧ごみ固形燃料化プラント 
南砺市立野原西966 

④ 南砺リサイクルセンター 資源リサイクルプラント 

⑥ 南砺リサイクルセンター 蔵原最終処分場 南砺市蔵原平ヶ原321 

南砺リサイクルセンター
（②旧ごみ固形燃料化プラント）

（④資源リサイクルプラント）
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高岡市洪水ハザードマップ 

 

注記) 施設の事業主体は、砺波地方衛生施設組合（構成市：高岡市・小矢部市・砺波市・南砺市）。 

 

 

 

 

 

 

 

番号 施設名称 所在地 

⑦ クリーンシステムとなみ 高岡市福岡町土屋710 

⑦クリーンシステムとなみ
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様
式

１
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
循

環
型

社
会

形
成

推
進

交
付

金
等

事
業

実
施

計
画

総
括

表
１

（
令

和
２

年
度

）
 

１
 

地
域

の
概

要
 

(1
)地

域
名
 

砺
波
地
域
 

(2
)地

域
内
人
口
 

97
,1
10
 人

 
(3
)地

域
面
積
 

79
5.
67
 k
m2
 

(4
)構

成
市
町
村
等
名
 

砺
波
広
域
圏
事
務
組
合
、
砺
波
市
、
南
砺
市
 

(5
)地

域
の
要
件

＊
 

人
口
 
面
積
 
沖
縄
 
離
島
 
奄
美
 
豪
雪
 
山
村
 
半
島
 
過
疎
 
そ
の
他
 

(6
)
構
成
市
町
村
に
一
部
事
務
組
合
等
が

含
ま
れ
る
場
合
、
当
該
組
合
の
状
況
 

組
合
を
構
成
す
る
市
：
砺
波
市
、
南
砺
市
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
設
立
年
月
日
：
昭
和
45
年
７
月
16
日
 

＊
交

付
要

綱
で

定
め

る
交

付
対

象
と

な
る

要
件

の
う

ち
、

該
当

す
る

項
目

全
て

に
○

を
つ

け
る

。
 

 ２
 

一
般

廃
棄

物
の

減
量

化
、

再
生

利
用

の
現

状
と

目
標

 

         ※
排

出
量

の
［

 
］

値
は

現
状

[
Ｒ

2
]
に

対
す

る
割

合
を

、
そ

の
他

の
（

 
）

値
は

排
出

量
合

計
に

対
す

る
割

合
（

た
だ

し
、

総
資

源
化

量
は

排
出

量
合

計
＋

集
団

回
収

量
に

対
す

る
割

合
）

 
備

考
１

）
四

捨
五

入
の

関
係

で
、

合
計

値
と

内
訳

が
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

 
備

考
２

）
別

添
資

料
と

し
て

指
標

と
人

口
等

の
要

因
に

関
す

る
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フ

を
添

付
し

た
（

P
.
資

料
-
2
,
3
）

。
 

備
考

３
）
四

捨
五

入
の

関
係

で
、

合
計

値
と

内
訳

が
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

 

令
和

９

排
出

量
事

業
系

　
総

排
出

量
ﾄﾝ

8
,7

5
0

8
,8

1
5

7
,2

1
2

7
,1

8
7

6
,4

7
4

6
,3

5
0

[
-
1
.9

%
]

(
集

団
回

収
除

く
)

1
事

業
所

当
た

り
の

排
出

量
ﾄﾝ

/
事

業
所

1
.6

1
1
.6

2
1
.3

3
1
.2

8
1
.1

5
1
.1

4
[

-
0
.9

%
]

生
活

系
　

総
排

出
量

ﾄﾝ
1
8
,1

2
6

1
8
,1

5
3

1
8
,5

2
7

1
9
,5

6
4

2
0
,9

6
5

1
7
,0

9
7

[
-
1
8
.4

%
]

1
人

当
た

り
の

排
出

量
kg

/
人

1
6
6
.7

5
1
6
8
.8

1
1
7
3
.3

8
1
8
6
.0

5
2
0
2
.9

7
1
6
1
.4

9
[

-
2
0
.4

%
]

合
計

　
　

事
業

系
・
生

活
系

排
出

量
合

計
ﾄﾝ

2
6
,8

7
6

2
6
,9

6
8

2
5
,7

3
9

2
6
,7

5
1

2
7
,4

3
9

2
3
,4

4
7

[
-
1
4
.5

%
]

再
生

利
用

量
直

接
資

源
化

量
ﾄﾝ

1
,2

3
2

(
5
%
)

1
,2

4
8

(
5
%
)

1
,3

0
0

(
5
%
)

1
,2

7
8

(
5
%
)

1
,2

5
5

(
5
%
)

2
,2

3
1

(
1
0
%
)

総
資

源
化

量
（
集

団
回

収
を

含
む

）
ﾄﾝ

3
,7

7
1

(
1
3
%
)

3
,6

6
8

(
1
3
%
)

3
,8

8
0

(
1
4
%
)

3
,9

0
9

(
1
4
%
)

4
,6

1
9

(
1
6
%
)

5
,0

5
5

(
2
0
%
)

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ

ﾞｰ
回

収
量

ｴ
ﾈ

ﾙ
ｷ

ﾞｰ
回

収
量

（
年

間
の

余
熱

利
用

量
）

G
J

1
,2

7
8

1
,2

7
8

1
,2

7
8

1
,2

7
8

1
,2

7
8

1
,2

7
8

中
間

処
理

に
よ

る
減

量
化

量
減

量
化

量
（
中

間
処

理
前

後
の

差
）

ﾄﾝ
2
1
,0

8
5

(
7
8
%
)

2
1
,2

3
4

(
7
9
%
)

1
9
,9

0
5

(
7
7
%
)

2
0
,5

3
5

(
7
7
%
)

2
0
,2

2
8

(
7
4
%
)

1
7
,0

5
6

(
7
3
%
)

最
終

処
分

量
埋

立
最

終
処

分
量

ﾄﾝ
3
,8

4
5

(
1
4
%
)

3
,7

5
5

(
1
4
%
)

3
,5

8
6

(
1
4
%
)

3
,7

9
9

(
1
4
%
)

3
,8

7
0

(
1
4
%
)

3
,1

5
8

(
1
3
%
)

集
団

回
収

量
 

ﾄﾝ
1
,8

2
5

1
,6

8
9

1
,6

3
2

1
,4

9
2

1
,2

7
8

1
,8

2
2

[
4
2
.6

%
]

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
指

標
・
単

位
過

去
の

状
況

・
現

状
　

（
割

合
※

）
目

　
　

標
（
割

合
※

）

平
成

2
8

平
成

2
9

平
成

3
0

令
和

元
令

和
２

[Ｒ
2
比

※
]
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３
 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

現
況

と
更

新
、

廃
止

、
新

設
の

予
定

 
(1

)現
有

施
設

リ
ス

ト
 

番
号

 
施

設
種

別
 

施
設

名
 

事
業

主
体

 
型

式
及

び
処

理
方

法
 

処
理

能
力

(単
位

) 
開

始
年

月
 

廃
止

又
は

休
止

(予
定

)年
月

 
備

 
 

考
 

１
 

ご
み

焼
却

施
設

 
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
な

み
 

本
組

合
 

階
段

式
高

速
燃

焼
 

ス
ト

ー
カ

炉
 

(全
連

続
燃

焼
方

式
) 

9
0
t/

2
4
h
 

R
4
.3

 

更
新

 
─

 
基

幹
的

設
備

改
良

工
事

 

Ｒ
2
.1

～
Ｒ

4
.2

 

２
 

積
込

み
中

継
施

設
 

南
砺

ﾘ
ｻ

ｲ
ｸ
ﾙ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 
本

組
合

 
─

 
2
6
7
㎥

 

(保
管

容
量

) 
H

7
.4

 
─

 

旧
ご

み
固

形
燃

料
化

プ
ラ

ン
ト

の
一

部
を

積
込

み
中

継
施

設
と

し
て

転
用

 

３
 

粗
大

ご
み

処
理

施
設

 
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
な

み
 

本
組

合
 

破
砕

・
選

別
・
保

管
 

9
t/

5
h
 

H
8
.1

0
 

─
 

 

４
 

資
源

リ
サ

イ
ク

ル
 

プ
ラ

ン
ト

 
南

砺
ﾘ
ｻ

ｲ
ｸ
ﾙ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 
本

組
合

 
破

砕
・
選

別
・
圧

縮
・
保

管
 

8
t/

5
h
 

H
7
.4

 
─

 
 

５
 

最
終

処
分

場
 

ｸ
ﾘ
ｰ

ﾝ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

と
な

み
 

本
組

合
 

準
好

気
性

埋
立

構
造

 
5
7
,0

0
0
㎥

 
H

1
3
.4

 
Ｒ

8
.3

 
休

止
(予

定
) 

 
６

 
南

砺
ﾘ
ｻ

ｲ
ｸ
ﾙ

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 
本

組
合

 
安

定
型

 
3
1
,8

0
0
㎥

 
S

5
6
.4

 

７
 

し
尿

処
理

施
設

 
ｸ
ﾘ
ｰ

ﾝ
ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ

と
な

み
 

※
 

砺
波

地
方

衛
生

施
設

組
合

 

膜
分

離
高

負
荷

脱
窒

素
処

理
＋

高
度

処
理

 
1
0
4
kl

／
日

 
H

1
2
.3

 

─
 

 

【
汚

泥
再

生
処

理
セ

ン
タ

ー
と

し
て

整
備

】 

高
効

率
型

前
脱

水
(助

燃
剤

化
)

＋
脱

窒
素

処
理

＋
高

度
処

理
 

5
5
kl

/
日

 
H

3
1
.3

 

更
新

 

※
施

設
の

事
業

主
体

で
あ

る
砺

波
地

方
衛

生
施

設
組

合
の

構
成

市
は

高
岡

市
、

小
矢

部
市

、
砺

波
市

、
南

砺
市

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

掲
載

し
て

い
る

。
な

お
、

汚
泥

再
生

処
理

セ
ン

タ
ー

の
整

備
は

、
「

砺

波
地

方
衛

生
施

設
組

合
地

域
 

循
環

型
社

会
形

成
推

進
地

域
計

画
」

に
基

づ
き

行
わ

れ
る

。
 

備
考

）
別

添
資

料
と

し
て

砺
波

地
域

内
外

の
施

設
配

置
図

を
地

図
上

に
示

し
た

も
の

を
添

付
し

た
（

P
.
資

料
-
7
）

。
 

 (2
)更

新
(改

良
)・

新
設

施
設

リ
ス

ト
 

施
設

種
別

 
施

設
名

 
事

業
主

体
 

型
式

及
び

 
処

理
方

法
 

処
理

能
力

 
(単

位
) 

竣
工

予
定

 
年

月
 

更
新

(改
良

) 

・
新

設
理

由
 

廃
焼

却

施
設

解

体
の

有
無

 

廃
焼

却
施

設
解

体
事

業
 

着
手

(予
定

)年
月

 

完
了

(予
定

)年
月

 

備
 

 
考

 

最
終

処
分

場
 

新
最

終
処

分
場

 
(仮

称
) 

本
組

合
 

ク
ロ

ー
ズ

ド
型

 
4
5
,0

0
0
㎥

 
R

8
.4

 
現

有
施

設
の

 

埋
立

終
了

の
た

め
 

─
 

─
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目
標

平
成

2
8

平
成

2
9

平
成

3
0

令
和

元
令

和
２

令
和

９

49
,0
73

4
8,
6
59

4
8,
50

9
48

,2
44

47
,8
75

4
6,
77

0

汚
水

衛
生
処

理
人

口
7
,0
9
0

6,
6
6
4

6
,3
1
5

6
,1
6
3

5
,7
9
5

3,
98
2

汚
水

衛
生
処

理
率

又
は

汚
水

処
理

人
口

普
及

率
1
4
.4
%

1
3
.7
%

1
3
.0
%

1
2
.8
%

1
2
.1
%

8.
5
%

汚
水
衛
生
処
理
人
口

2
8
,1
8
0

2
8
,6
5
0

2
9
,3
6
5

29
,8
6
3

3
0
,7
2
2

3
4
,2
8
1

汚
水

衛
生
処

理
率

又
は

汚
水

処
理

人
口

普
及

率
5
7
.4
%

5
8
.9
%

6
0
.5
%

6
1
.9
%

6
4
.2
%

7
3
.3
%

汚
水

衛
生
処

理
人

口
5
,0
5
3

4,
9
8
3

4
,9
1
0

4
,8
1
4

4
,7
1
8

4,
24
9

汚
水

衛
生
処

理
率

又
は

汚
水

処
理

人
口

普
及

率
1
0
.3
%

1
0
.2
%

1
0
.1
%

1
0
.0
%

9
.9
%

9
.1
%

汚
水

衛
生
未

処
理

人
口

8
,7
5
0

8,
3
6
2

7
,9
1
9

7
,4
0
4

6
,6
4
0

4,
25
8

汚
水
衛
生
未
処
理
率

1
7
.8
%

1
7
.2
%

1
6
.3
%

1
5
.3
%

1
3
.9
%

9.
1
%

集
落

排
水

施
設

等

未
処

理
人

口

年
過

去
の

状
況

・
現

状

指
標

・
単

位

総
人

口

合
併

処
理

浄
化

槽

公
共

下
水

道

目
標

平
成

28
平
成

29
平
成

30
令

和
元

令
和
２

令
和

９

5
2,
2
4
2

5
1,
4
8
5

5
0,
8
5
3

5
0,
04
0

4
9
,2
3
5

4
5
,2
8
5

汚
水

衛
生

処
理

人
口

4
2
8

4
0
5

3
7
6

35
0

34
5

31
7

汚
水

衛
生
処

理
率
又
は

汚
水
処
理

人
口
普
及

率
0
.8
%

0
.8
%

0.
7
%

0.
7
%

0.
7
%

0.
7
%

汚
水

衛
生

処
理

人
口

4
0,
7
7
9

4
0,
3
6
7

4
0,
5
9
4

4
0,
16
0

3
9
,4
0
1

3
6
,2
4
8

汚
水

衛
生
処

理
率
又
は

汚
水
処
理

人
口
普
及

率
78
.1
%

7
8
.4
%

7
9
.8
%

8
0
.3
%

8
0
.0
%

8
0
.0
%

汚
水

衛
生

処
理

人
口

7,
0
8
5

6,
9
5
3

6,
4
0
7

6,
29
0

6
,1
6
6

5
,6
7
2

汚
水

衛
生
処

理
率
又
は

汚
水
処
理

人
口
普
及

率
13
.6
%

1
3
.5
%

1
2
.6
%

1
2
.6
%

1
2
.5
%

1
2
.5
%

汚
水

衛
生
未

処
理
人
口

3
,9
5
0

3
,7
6
0

3
,4
7
6

3
,2
4
0

3
,3
2
3

3
,0
4
8

汚
水

衛
生

未
処

理
率

7
.6
%

7
.3
%

6.
8
%

6.
5
%

6.
7
%

6.
7
%

集
落

排
水
施
設

等

未
処

理
人
口

年
過
去

の
状
況
・
現
状

指
標

・単
位

総
人

口

合
併

処
理
浄
化

槽

公
共

下
水
道

 ４
 

生
活

排
水

処
理

の
現

状
と

目
標

 
  

砺
波

市
 

           備
考

１
）
別

添
資

料
と

し
て

指
標

と
人

口
等

の
要

因
に

関
す

る
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フ

を
添

付
し

た
（

P
.
資

料
-
4
）

。
 

備
考

２
）
四

捨
五

入
の

関
係

で
、

合
計

値
と

内
訳

が
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

 

 南
砺

市
 

           
備

考
３

）
別

添
資

料
と

し
て

指
標

と
人

口
等

の
要

因
に

関
す

る
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フ

を
添

付
し

た
（

P
.
資

料
-
4
）

。
 

備
考

４
）
四

捨
五

入
の

関
係

で
、

合
計

値
と

内
訳

が
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。
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 ５
 

浄
化

槽
の

整
備

の
状

況
と

更
新

、
廃

止
、

新
設

の
予

定
 

施
 
設

 
種

 
別

 
事

業
主

体
 

現
 
有

 
施

 
設

 
の

 
内

 
容

 
整

備
予

定
基

数
の

内
容

 
事

業
期

間
 

基
 

 
数

 
処

理
人

口
 

開
始

年
月

 
基

 
 

数
 

処
理

人
口

 
目

標
年

次
 

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
 

砺
波

市
 

1
,
0
8
6
 

2
,
1
3
9
 

昭
和

1
2
年

 
2
5
0
 

7
2
5
 

令
和

9
年

 
R
4
～

R
8
 

備
考

）
別

添
資

料
と

し
て

計
画

地
域

内
に

お
け

る
生

活
排

水
処

理
に

係
る

計
画

を
地

図
上

に
示

し
た

も
の

を
添

付
し

た
（

P
.
資

料
-
5
）

。
 

 



様
式

２ 事
　

　
業

　
　

種
　

　
別

事
　

業
　

名
　

称
単 位

開
始

終
了

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度
令

和
６

年
度

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

-
-

-
-

4
,5

0
0
,0

0
0

0
9
0
0
,0

0
0

1
,8

0
0
,0

0
0

1
,8

0
0
,0

0
0

0
3
,1

5
0
,0

0
0

0
6
3
0
,0

0
0

1
,2

6
0
,0

0
0

1
,2

6
0
,0

0
0

0

1
本

組
合

4
5
,0

0
0

㎥
R

5
R

7
4
,5

0
0
,0

0
0

0
9
0
0
,0

0
0

1
,8

0
0
,0

0
0

1
,8

0
0
,0

0
0

0
3
,1

5
0
,0

0
0

0
6
3
0
,0

0
0

1
,2

6
0
,0

0
0

1
,2

6
0
,0

0
0

0

-
-

-
-

1
2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

1
1
0
,2

5
0

2
2
,0

5
0

2
2
,0

5
0

2
2
,0

5
0

2
2
,0

5
0

2
2
,0

5
0

2
砺

波
市

2
5
0

基
R

4
R

8
1
2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

2
5
,0

0
0

1
1
0
,2

5
0

2
2
,0

5
0

2
2
,0

5
0

2
2
,0

5
0

2
2
,0

5
0

2
2
,0

5
0

最
終

処
分

場
整

備
事

業
(事

業
番

号
１

)に
係

る
生

活
環

境
影

響
調

査
事

業
3
1

本
組

合
-

-
R

4
R

4
1
4
,8

9
4

1
4
,8

9
4

0
0

0
0

1
4
,8

9
4

1
4
,8

9
4

0
0

0
0

最
終

処
分

場
整

備
事

業
(事

業
番

号
１

)に
係

る
実

施
設

計
(詳

細
設

計
)

3
2

本
組

合
-

-
R

4
R

4
6
7
,3

2
0

6
7
,3

2
0

0
0

0
0

6
7
,3

2
0

6
7
,3

2
0

0
0

0
0

※
「
循

環
型

社
会

形
成

推
進
交
付
金
交
付
要
綱
」
の
交
付
対
象
事
業
に
該

当
。

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
等
事
業
実
施
計
画
総

括
表
２
（
令
和
４
年
度
）
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事
業

番
号

事
業

主
体

名
　

　
称

規
模

事
業

期
間

交
付

期
間

総
事

業
費

（
千

円
）

交
付

対
象

事
業

費
（
千

円
）

8
2
,2

1
4

8
2
,2

1
4

備
 考

○
最

終
処

分
に

関
す

る
事

業

最
終

処
分

場
整

備
事

業

○
浄

化
槽

に
関

す
る

事
業

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
（
※

）

○
施

設
整

備
に

関
す

る
計

画
支

援
事

業
-

-
-

-
0

0
0

0
8
2
,2

1
4

8
2
,2

1
4

0
0

0
0

合
計

-
-

-
-

-
-

4
,7

0
7
,2

1
4

1
0
7
,2

1
4

9
2
5
,0

0
0

1
,8

2
5
,0

0
0

1
,8

2
5
,0

0
0

2
2
,0

5
0

2
5
,0

0
0

3
,3

4
2
,4

6
4

1
0
4
,2

6
4

6
5
2
,0

5
0

1
,2

8
2
,0

5
0

1
,2

8
2
,0

5
0



砺

波

市

南

砺

市

本

組

合

開
始

終
了

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

１０１ 環境教育・環境学習の充実
ごみについて学び・知る機会を、地域社会及び学校教育の場に提供
する。また、各センター等の見学や出前講座の開催等を継続し、ごみ
処理事業に対する社会意識の育成に取り組む。

○ ○
R
4

R
8

１０２ ＰＲ・啓発活動の推進
ごみやリサイクルの動向を、市民・事業者・行政間で共有するため、各
種広報媒体を活用して情報提供する。また、啓発活動の場の提供を
継続し、市民が環境を学び体験する機会を創出する。

○ ○
R
4

R
8

１０３
不用品等の再使用促進のた
めの啓発・支援

本組合所管の各センターで行う粗大ごみとして排出される「不用品」の
斡旋や不用品交換会の場の提供を継続し、「リユースネットワーク」を
普及させ、物を大切に使う意識の育成に取り組む。

○ ○ ○
R
4

R
8

１０４
生活系ごみの処理手数料
（生活系ごみの有料化）の適宜
見直し

収集燃えるごみ及び燃えないごみ（一部地域のみ）の有料化を実施し
ている。今後も、有料化による成果を維持・拡大していくため、有料化
の見直しを適宜実施する。

○ ○
R
4

R
8

１０５
補助金制度等による経済的
な支援

ごみの減量化・資源化に向けた取組を経済的な側面から支援するた
め、生ごみ処理容器等の設置や集団回収等に対する補助金交付制
度等を継続する。

○ ○
R
4

R
8

１０６
使用済み小型家電類の資
源化の推進

小型家電類を資源ごみとして分別回収し、リサイクルを推進し、天然
資源の抑制に繋げる。

○ ○
R
4

R
8

１０７
天ぷら油（動物性油脂、パーム

油を除く）の資源化の推進

家庭等から回収した天ぷら油をハンドソープの原料としてリサイクルした
り、ボイラー等燃料として資源化したりしている。回収は水質汚濁負荷
量の削減の促進にもなるため、今後も継続する。

○ ○
R
4

R
8

１０８ パソコンの資源化の推進
これまで排出禁止ごみとしていたパソコンの資源化を促進するため開始
した各センターへの直接持込（無料）を、今後も継続する。

○ ○ ○
R
4

R
8

１０９
プラスチック製品の店頭回収
の実施

生活用品等のﾌﾟﾗ製品（ﾌﾟﾗ製容器包装を除く。）は燃えるごみとされ
ているが、近年、民間資源化施設の整備が進んでおり、今後は分別
排出ﾙｰﾙや回収方法、受入先の整備等について検討する。

○ ○
R
4

R
8

１１０
「バイオマスタウン構想」と連
動した資源化事業の推進

「南砺市バイオマスタウン構想」に即したバイオマスの利活用を積極的
に推進している。構想と連動した資源化事業を推進するため、関係部
局と連携し、計画的に事業を推進する。

○
R
4

R
8

１１１
生活排水対策に係る広報・
啓蒙活動による意識啓発

水質汚濁負荷削減のため、補助制度や合併処理浄化槽管理等に
関する広報活動の実施や、廃食用油ポット等の汚濁物質排出抑制
品の普及、無リン洗剤使用の啓発を定期的に実施する。

○ ○
R
4

R
8

１１２ 生ごみの水切りの推進
ごみの収集運搬やごみ処理施設における生ごみを減量するため､生ご
みの水切りを呼び掛けを､今後も継続していく。

○ ○
R
4

R
8

１１３
｢家庭･地域美化の日｣の啓
発・支援

｢家庭・地域美化の日｣として、地区の収集に出せない粗大ごみやガレ
キ類等の休日受け入れを実施している。今後もこの事業を継続すると
ともに、資源化できる剪定枝は堆肥化をして資源の有効活用を進め
ていく。

○ ○
R
4

R
8

１１４ 資源物の回収拠点の拡充
常設資源物の回収拠点の｢富山県認定エコ・ステーション｣や､「とやま
エコ・ストア制度」に登録している団体や民間事業者の取り組みを推
奨していく。

○ ○
R
4

R
8

１１５ 排出事業者への指導・啓発
排出事業者への減量指導体制の強化に引き続き取り組む。今後は
「事業系一般廃棄物減量・資源化計画書」の作成と提出の義務づ
けについて検討する。

○ ○
R
4

R
8

１１６
事業系ごみの処理手数料の
見直し

搬入量にkg単価を乗じる従量制により課金し、有料化を行っている。
今後もこの制度を継続するとともに、実際に要する処理・処分費用に
応じて、処理手数料の料金体制等を適宜見直す。

○
R
4

R
8

１１７
「とやまエコ・ストア」協力店登
録制度の活用と市民への周
知

富山県では、エコライフの一層の定着・拡大を図るため「とやまエコ・スト
ア制度」を創設した。今後も、本制度の活用を小売店等に働きかける
とともに、協力店を市民に広く周知する。

○ ○
R
4

R
8

１１８
補助金制度等による経済的
な支援

ごみの減量化及び資源化に向けた取組を経済的な側面から支援す
るため、中小企業や各種団体への補助金交付制度等を継続する。ま
た、資源化に係る環境整備について調査・研究する。

○
R
4

R
8

２１
分別排出ルール等の見直し
（分別統一）

基幹的設備改良に伴い、施設の効率的な運営を図るため、分別排
出ルール（焼却対象物）や収集方式、収集頻度等の見直しを行い、
砺波地域内での分別統一を図る。

○ ○ ○
R
4

R
8

２２ 浄化槽設置の推進
下水道及び集落排水施設等の処理区域以外の人口散在地域等に
おいて、合併処理浄化槽の整備を引き続き進める。

○ ○
R
4

R
8

１ 最終処分場整備事業
現有施設の最終処分場が令和７年度末に埋立終了となる見通しで
あるため、新たな最終処分場の整備事業を実施する。

○
R
5

R
7

○

２ 浄化槽設置整備事業
し尿と生活雑排水（台所、洗濯、風呂などの排水）をあわせて処理す
る合併処理浄化槽(個人設置型)の設置費用に対して補助すること
で、生活排水改善の促進を図る。

○
R
4

R
8

○

３１
１の計画支援
[生活環境影響調査事業]

最終処分場を設置することによる周辺環境へ及ぼす影響の調査を行
う。

○
R
4

R
4

○

３２
１の計画支援
[実施設計(詳細設計)]

最終処分場の工事発注に必要な実施設計書を作成するための実施
図面及び積算等の設計を行う.

○
R
4

R
4

○

４１
廃家電・使用済み小型家電
のリサイクルに関する普及啓
発

家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法に基づく、適切な回収・再
商品化がなされるよう、引き続き、回収方法の普及啓発を行う。

○ ○
R
4

R
8

４２
不法投棄防止対策の推進・
監視体制の整備

「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」への参画の他、パトロールや自主的
監視の啓発、カメラの設置等、監視体制の強化を図っている。有料化
に付随する問題のため、今後も引き続き、厳正で適切な対策を推進
する。

○ ○
R
4

R
8

４３
災害時の廃棄物処理に関す
る事項

「地域防災計画」内で想定されている災害廃棄物の処理を適切かつ
迅速に行えるような体制を整備するとともに、平常時から関係機関と
連携し、被災時における廃棄物処理体制を整備する。また、「災害廃
棄物処理計画」の策定について検討する。

○ ○
R
4

R
8

家
庭
に
お
け
る
推
進

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧様式３

備
考

事業期間事
業
番
号

施策の名称 施策の内容

事　業　主　体

そ
の
他
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事　　業　　計　　画

処
理
施
設
の
整

備
に
関
す
る
も

の

交付金
必要の
要否

施
策
種
別

発
生
抑
制

、
再
使
用
の
推
進
に
関
す
る
も
の

処
理
体
制
の
構

築

、
変
更
に
関

す
る
も
の

事
業
所
に
お
け
る
推
進

施
設
整
備
に
係
る

計
画
支
援
に
関
す

る
も
の

生活系ごみの処理手数料の適宜見直し

補助金制度等による経済的な支援

「バイオマスタウン構想」と連動した資源化事業の推

ＰＲ・啓発活動の推進

不用品等の再使用促進のための啓発・支援

生活排水対策に係る広報・啓蒙活動による意識啓発

環境教育・環境学習の充実

浄化槽設置の推進

最終処分場整備事業

廃家電・使用済み小型家電のリサイクルに関する普及啓

浄化槽設置整備事業

使用済み小型家電類の資源化の推進

天ぷら油の資源化の推進

パソコンの資源化の推進

プラスチック製品の店頭回収の実施

事業系ごみの処理手数料の見直し

補助金制度等による経済的な支援

不法投棄防止対策の推進・監視体制の整備

災害時の廃棄物処理に関する事項

分別排出ルール等の見直し（分別統一）

排出事業者への指導・啓発

｢とやまｴｺ･ｽﾄｱ｣協力店登録制度の活用と市民への周知

生ごみの水切りの推進

｢家庭･地域美化の日｣の啓発・支援

資源物の回収拠点の拡充

生活環境
影響調査

実施設計
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【参考資料様式５】 

施設概要（最終処分場系） 

都道府県名 富山県 

 

(1) 事業主体名 砺波広域圏事務組合 

(2) 施設名称 新最終処分場(仮称) 

(3) 工期 令和５年度 ～ 令和７年度 

(4) 処分場面積､容積 総面積 20,000㎡ 埋立面積 4,750㎡ 埋立容量 45,000㎥ 

(5) 処分場開始年度 

及び終了年度 

埋立開始  令和８年度 

埋立終了  令和22年度 

(6) 跡地利用計画  未定 

(7) 地域計画内の役割 廃棄物の適正処理 

(8) 廃焼却施設解体工事の 

   有無 
有   無 

 

 

(12) 事業計画額 
 4,500,000千円 

(工事費 4,320,000千円､施工監理費 180,000千円) 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 

 
 

都道府県名 富山県 
 

(1)事業主体名 砺波市 

(2)事業名称 浄化槽設置整備事業 

(3)事業の実施目的及び内容 
河川の水質の汚濁防止と生活環境の改善を図るため、合併処

理浄化槽を設置する者に対して補助する。 

(4)事業期間 令和４年度～令和８年度 

(5)事業対象地域の要件 第３－(１)－ア－(ウ) 

(6)事業計画額 

交付対象事業費  110,250千円 

うち （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 0千円 

・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費          0千円 

 
 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区分 
交付対象基数 

（725人分） 
基準額 

対象経費 

支出予定額 

交付対象 

事業費 

    ５人槽   基（  人分）    

 ６～ ７人槽 250基（725人分） 110,250千円 125,000千円 110,250千円 

 ８～１０人槽   基（  人分）    

１１～２０人槽   基（  人分）    

２１～３０人槽   基（  人分）    

３１～５０人槽   基（  人分）    

５１人槽以上   基（  人分）    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

合  計 250基（725人分） 110,250千円 125,000千円 110,250千円 

備考）「循環型社会形成推進交付金交付要綱」の交付対象事業に該当。   
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【参考資料様式８】 

計 画 支 援 概 要 

 

都道府県名 富山県 

 

(1)事業主体名  砺波広域圏事務組合 

(2)事業目的 最終処分場整備事業に関する調査･設計 

(3)事業名称 

 

 

最終処分場整備事業(事業番号１)に

係る生活環境影響調査事業 

 

 

最終処分場整備事業(事業番号１)に

係る実施設計(詳細設計) 

(4)事業期間 
令和４年度 

(令和３年度より継続) 
令和４年度 

(5)事業概要 

 

 

最終処分場を設置することによる

周辺環境へ及ぼす影響の調査を行

う。 

 

 

最終処分場の工事発注に必要な実

施設計書を作成するための実施図

面及び積算等の設計を行う。 

 

(6)事業計画額 14,894千円 67,320千円 
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